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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
、
選
挙
等
の
執
行
状
況
な
ど
を
考
慮
し
、
選
挙
等
の
円
滑
な
執
行
を
図
る
た

め
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
経
費
で
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も
の
の
基
準
を
改
定
す
る
と

と
も
に
、
最
近
の
選
挙
の
実
情
に
対
応
し
、
天
災
等
の
場
合
に
お
け
る
安
全
か
つ
迅
速
な
開
票
に
向
け
た
規
定
の
整
備
な
ど
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

最
近
に
お
け
る
選
挙
等
の
執
行
状
況
を
踏
ま
え
、
投
票
所
及
び
開
票
所
の
事
務
を
行
う
た
め
の
設
備
の
整
備
等
に
係
る

加
算
規
定
な
ど
を
設
け
る
。

２

最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
な
ど
を
踏
ま
え
、
投
票
所
経
費
、
開
票
所
経
費
及
び
事
務
費
な
ど
の
基
準
額
を
改
定
す

る
。

二
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
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１

悪
天
候
に
よ
り
離
島
か
ら
投
票
箱
を
運
べ
な
か
っ
た
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
、
安
全
か
つ
迅
速
な
開
票
の
観
点
か
ら
、
開

票
区
の
設
置
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

２

投
票
所
の
円
滑
な
設
置
及
び
運
営
の
た
め
、
投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会
人
の
選
任
要
件
を
緩
和
す
る
。

３

選
挙
公
報
の
掲
載
文
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


